
はじめに

本稿は２００７年度大妻女子大学社会情報学部プロ

ジェクト研究（特定枠）「女性支援教育の課題と

その解決法の探索」から得られた知見の一部をま

とめるものである１）。

本プロジェクトは３年計画で実施されており、

２００７年度はその２年目にあたる。男女共同参画社

会における女子大学の社会的位置づけを探るべ

く、女性支援教育という新たな概念を軸に、文献

調査、大妻女子大学の在校生ならびに卒業生を対

象とした質問紙調査、全国女子大学を対象とした

女性支援教育の現状調査等を行っている。本稿に

おいては２００７年度に実施した全国女子大学調査を

中心に、女性支援教育の現状について概観した

い。また本稿は、簡単ではあるがこの調査の報告

書も兼ねている。

１．女性支援教育にむけて
―調査の背景と経緯２）

１－１．研究プロジェクトの背景

私は、２００１年４月より大妻女子大学社会情報学

部に社会学分野の教員として勤務しているが、そ

の勤務経験より、学生が内面化しているジェン

ダー規範の内容や強さが、学生の勉学への意欲や

動機づけと関連があるのではないかと考えてき

た。そのような問題意識に基づき、女子大学とい

う場におけるジェンダーの政治の実践を、社会学

的枠組みにおいて分析する論考を重ねてきた。

「女子大学に勤務する男性教員の政治的位置性」

（池田，２００４）ならびに「女子大教員の異常な愛
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情：または私は如何にして“教える”のを止めて

戦場を愛するようになったか」（池田，２００６）の

２本の論文おいては、女子大学という高等教育の

場をめぐって、主に教員と学生の間で取り交わさ

れるジェンダー規範にかんするポリティックス

と、その学生への影響について考えた。そこで

は、過度のジェンダー規範の内面化は学生の学習

意欲を阻害し、同時に過度の業績原理への傾倒も

また同様に学生の学習意欲を消沈させるとの考察

を行った。また固定的な性役割観を強固に内面化

している学生の中に、著しく学習意欲を失いがち

な学生が存在していることへの注目も喚起した。

また伝統的に日本の女子高等教育機関には２つ

の機能が備わってきたとされる。中西祐子はこれ

を「地位形成機能」と「地位表示機能」に整理す

る（中西，１９９８：１４５－１４６）。競争社会での動員

資源を獲得するための教育の場（＝地位形成機

能）と、結婚を通じた階層再生産を目的とした教

育の場（＝地位表示機能）である。前者において

は学生は流動的な性役割観をもち、生涯を通じて

働き、職業優先の家庭ビジョンを描く傾向があ

る。それに対して後者では、学生は伝統的な性役

割観をもち、一般の就職を経て、結婚を機に退

職。家事や育児優先の家庭ビジョンを描く傾向が

あるという（中西，１９９８：５７－５８；１１３－１１４；

１４６）。すなわち、女子高等教育機関では学力とは

異なる基準（ジェンダー観／ジェンダー受容度）

によって進路選択の分化が起こっており、事実

上、キャリア女性の養成校と家庭婦人の養成校に

二分化しているという。中西はこのような女子学

生のジェンダー観によって学業成績にかかわらず

起こる進路分化を「ジェンダー・トラック」と名

づけている。（中西，１９９８：１５２）。

女性の社会進出に伴い、女子大学にも新たな社

会的役割が期待されている。言うまでもなく、そ

の期待は古風な良妻賢母規範や性別役割規範を再

生産・再教育する場としてではない。女性学生に

対する教育としては、従来「女子教育」という用

語が用いられてきたが、この「女子教育」という

用語には、国民国家に女性を統合する過程で女性

に課された性別役割と密接に関連して語られてき

たという歴史がある。現代の女性に対する教育

は、「女子教育」という用語が内包してきた女性

の資源化への視座と決別し、一線を画した新たな

概念枠組みが必要であると考える。そのような要

請から、私は「女性支援教育」という概念を提起

してきた（池田，２００６）。

女性支援教育はすべての大学において行われる

ことが最終的な目標ではあるが、まずは集中的に

女子大学において行われる必要性とそれを可能に

する基盤がある。女子大学においては、単にジェ

ンダー論の授業が設置されるべきのみならず、他

の専門科目においてもジェンダーの視点を組み込

んだ授業展開を行い、授業体系全体としてジェン

ダー・コンシャスネスを確保する必要性があると

考える。

「女性支援教育」とは、従来の男性中心主義の

学問体系と、男子教育として発展してきた大学で

の高等教育のあり方を問い直す作業でもあり、あ

らゆる学問分野におけるジェンダー意識の喚起

と、従来の学問体系に潜む男性権力の洗い出すこ

とである。そして、そのような作業を行うのに最

適な環境を備えているのが女子大学である。

１－２．大妻調査

以上のような問題意識を踏まえて、私は性役割

観・ジェンダー観を柔軟で可変的なものに変えて

ゆくような情報を与えることが学生の学習意欲に

とって重要な意味をもつという認識に基づき、�

女子大学における女性支援教育として求められる

具体的内容の探求、�その内容のカリキュラムへ

の反映方法、�大学全体としての女性支援教育の

制度化の方策、の３点を女性支援教育の可能性を

探る第一段階として、研究目標に設定した３）。

そのため、最初に女性支援教育にかかわる基礎

的なデータ収集と課題発見を目的に、２００６年度に

は女子大学生を対象とした調査（「女性支援教育

にかんする基礎調査」）を質問紙法により行っ

た。対象は大妻女子大学社会情報学部社会情報学

科社会生活情報学専攻の在校生ならびに卒業生で

あった（以下「大妻調査」と略記）。大妻女子大

学自体は、一般に良妻賢母の校風によって知られ
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ており（この点は入学希望者本人や保護者のジェ

ンダー観の保守性にも影響している可能性もあ

る）、「地位表示機能」への指向を強くもった大学

であるといえる。しかしながら、社会情報学部で

はコンピュータ教育と語学教育に力を入れること

を謳っており、例外的に「地位形成機能」への指

向が強い学部であるといえる。

社会生活情報学専攻を調査対象に選んだ理由

は、第１に、私自身が所属している専攻であるこ

と。第２に、「大妻調査」が社会情報学部のプロ

ジェクト研究予算によって実施され、その結果を

もっとも教育プログラムに還元しやすい組織で

あったこと。第３に、上記のように「地位表示機

能」と「地位形成機能」の双方への指向性がそれ

ぞれ併存しており、この意味で女子大学の平均像

と捉えることが可能と考えられたこと、第４に社

会生活情報学専攻のみが、ジェンダー論を内容的

に含む授業を専攻の専門必修科目として設置して

おり（調査当時）、すべての学生が一度はジェン

ダー論に触れた経験をもつ専攻であったことが挙

げられる。

「大妻調査」では、女性支援教育の具体化され

たものとして、ジェンダー論・女性学を設定し、

さらには教員や事務部から発せられる校風やメ

タ・メッセージにかんしても調査項目とした。女

子大の学生を調査することにより、女性支援教育

の効果や求められているものを探索することが

「大妻調査」の目的であった。

その結果は２本の論文、「女性支援教育の課題

探索―大妻女子大学調査から�―」（池田，２００７a）

と「女性支援教育と高等教育システム―大妻女子

大学調査から�―」（池田，２００７b）においてま

とめたので、詳細はそちらを参照されたい。ここ

でその結果を要約すると、ジェンダー論的視点は

分野を超えた多様な科目において連携を意識され

るべきであり、そのことがさらに学生たちの学習

意欲を引き出す可能性がある。その過程で必修化

も含めてジェンダーに意識的な教育プログラムを

提供することにより、さらに多くの学生たちの学

習意欲を引き出す可能性があがる。そのためには

教員（とくに男性教員）の意識改革が必要である

とともに、校風の刷新も重要課題となる。その意

味で事務セクションが今後果たす役割は大きく、

伝えるべき伝統を守りながらも、女性支援という

視点から、継続的かつ長期的に校風イメージの変

化に対するイニシアティブをとる必要がある。と

いった点が挙げられる。

さらに卒業生に限定した設問からは以下の諸点

が推察された。すなわち、女性支援教育の効果は

長期的で、むしろ学卒後においてこそ真価が発揮

されるような性質をもつものであること。さらに

は、「ジェンダー意識の獲得」、「自己防衛機制の

獲得」、「エンパワーメント能力の獲得」、「ライフ

コースの多様性の獲得」といった、女性支援教育

の長期的効用も窺い知ることができた。女性支援

教育では、彼女たちに生活と意識の拠り所を提供

し、セルフ・エンパワーメントを可能にするサ

ポートを果たす論理的基盤を形成し、さらには幅

広い年代の女性が必要に応じて知識や情報にアク

セスできる、再教育の機会とシステムが構築され

ることが求められている、といえる。

また、ジェンダー規範や将来の選択、学習意欲

にかかわる部分は、出身高校や家族構成といった

学生の背景からはそれほど大きな影響を受けてい

ない。むしろ、近接同質集団や校風といったもの

から形成される大学の「場の力」が重要な意味を

もっていた。ここに女性支援教育という視点を緊

急に導入しなくてはならない根拠が存する。女性

支援教育の必要性は現在のものであった。

社会と学生自身を切り結ぶ認識。その認識の

チャンネルをジェンダー規範が規定している状

況。その中では生活世界への疑問を誘発し、怒り

や不安を呼び込まなくてはならない。そのために

はジェンダー論を筆頭とした女性支援教育の枠組

みが不可欠である。と同時に、その怒りや不安を

希望につなげるような教育プログラムも必須とな

る。そのようなプログラムは学生たちの学習意欲

を増進させ、さらには研究者の研究姿勢や研究枠

組みすらも変革する力を持ちうる。学生と教員と

職員が相互に触発しあい、新たな価値体系への変

革が進みうるのか、これが女性支援教育の最大の

焦点となりうることが、「大妻調査」から明らか
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になったことである。

２．全国女子大学調査－調査の概要

２－１．全国女子大学調査

「大妻調査」によって、女性支援教育が目標と

するべき諸点が明らかになった。次の段階として

は、このような女性支援教育の理念を踏まえて、

現状を確認する作業が必要となる。そこで全国の

女子大学へのアンケート調査および聞き取り調査

を行った。本稿はそのアンケート調査結果の要点

をまとめるものである。

あくまでも管見の範囲だが、この種の調査は、

国立女性教育会館が継続的に行っている調査と、

１９９７年に関西地区で一度行われただけであり（金

谷，２０００）、関東地区のデータも存在せず、また

女子大学に絞ったデータも存在していない。さら

に女性支援教育が直面する課題を考えた場合、授

業内容に留まらず教職員に対するジェンダー教育

や女性支援意識の共有についても調査しなくては

ならない。しかし女性支援教育という視点から大

学システムや教職員への施策を調べた調査は過去

になく、基礎的なデータすら存在していないのが

現状である。これらのデータを元に、女性支援教

育において必要なカリキュラム体系、その教授法

について、ジェンダー論や女性学を超えて、すべ

ての教科科目において求められる指針を探ること

が求められているといえるだろう。

また「大妻調査」からは、女性支援教育に必要

なテキストや教材の不備が指摘された。そのよう

な目的に沿ったテキストや教材のあり方を、聞き

取り調査も含めて各大学の女性関連科目担当者や

学術出版社の編集者等の見解を集めることも必要

となる。

これらの諸点を明らかにすべく、プロジェクト

研究の２年目として全国の女子大学を対象とした

質問紙法による調査を行った。

２－２．調査実施状況

本調査は「ジェンダー論・女性学教育にかんす

る基礎調査」という名称で２００７年１２月より２００８年

１月にかけて、質問紙郵送法により実施された

（以下「全国調査」と略記）。

調査対象となった大学は９０大学１７１学部であ

る。設立形態は国公立２校、私立８８校であった。

送付と回収にかんする地域別内訳は＜表１＞のと

おりである。なお対象は４年制大学とし、短期大

学は対象外とした。これは女性支援教育には充分

な期間が必要であり、短期大学ではシステマ

ティックなカリキュラム編成が困難であるとの判

断に加え、４年制大学のデータと短大のデータが

混在することにより、論点が曖昧になることを避

ける意図であった４）。

４１大学７２学部・学科専攻から回答があったが、

このうち７大学７学部・学科専攻は回答不能との

返答であった。回答不能の理由は、すべて該当す

表１ 送付数と回収数（単位：数）

北海道東北 関東甲信越 中部 近畿 中国四国 九州 合計

送付大学数 ５ ４５ ６ ２０ ６ ８ ９０

送付学部数 ６ ６９ １９ ４５ １５ １７ １７１

回収大学数 ０ １５ ６ ９ ２ ５ ４１

回収学部・学科数 ０ ２３ １５ １６ ３ ８ ７２

表２ 学部分野、（ ）はパーセンテージ

文学１５（２３．４） 社会・人間１３（２０．３） 家政 ８（１２．５） 福祉 ６（９．４） 情報 ６（９．７）

国際関係 ８（１２．５） 体育・芸術 ５（７．８） 理工系 ２（３．１） 史学 １（１．５） 無回答 １（１．５）
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る授業が存在していないという理由であった。し

たがって、有効回答数は、３７大学６５学部・学科専

攻となった。また、学部の分野は＜表２＞のとお

りである。文学と社会・人間系が４割以上を占め

ている。

「全国調査」は女性支援教育の実施状況の現状

と問題点を探る探索的調査であった。基礎的な

データを集めることと、問題点を集約することに

主眼があり、その意味で女性支援教育の効果を統

計的に分析することを目的とした「大妻調査」と

は根本的に性格を異にしている。「全国調査」は

全数調査であり、送付先は市販の大学受験案内

（複数）より女子大学を選びだし、学部単位で送

付した。送付にあたっては、学部長を宛先とし、

学部・学科・専攻等、その学部におけるカリキュ

ラム上の最小の教育ユニット単位での回答を依頼

した。

回答者は、�専任でジェンダー論、女性学等の

科目を担当している教員、�専任で、学科（専

攻）全体の科目構成を把握している教員（学科

長、教務・学務委員など）、の優先順位で回答を

依頼した。また可能な限り専任教員に回答を依頼

する文面とした。これは、設問項目に大学や学部

単位の施策を訊ねるものが含まれており、非常勤

教員では回答不能なものが含まれていたためであ

る。送付にあたっては、大学受験案内を参照し、

学部ごとに３～６部の質問票と返信用封筒を同封

し、カリキュラム上の最小の教育ユニット単位で

の回答を可能にした。

「全国調査」の抱える問題点・限界は、このよ

うに回答者の特定が事前に不可能であった点にあ

る。学部・学科・専攻のカリキュラム編成におけ

る裁量・自由度は、それぞれの大学・学部によっ

て異なり、外部の調査者があらかじめ学内事情を

すべて理解して回答者を指定することはきわめて

困難である。WEBサイト等の情報を活用して

も、大学学部内部のカリキュラム運用を明確に理

解することは困難であり、また膨大な手間を必要

とする。たとえば、女性支援教育に該当する科目

が学部共通の教養科目にしか存在していない場合

など、回答者がどのユニットを代表しているのか

の判断はさらに難しくなるだろう。これらの点は

カリキュラムに精通した当該大学の教員の判断に

委ねるしか方策がなかった。

したがって、全数調査とは言っても、全数がい

くつになるのか、調査者には不明であるという点

が大きな問題点として残った。＜表１＞において

パーセンテージを表記していないのは、このよう

な本調査の回答依頼・回収方法の特殊性によるも

のである。一応、学部数ベースでの発送数を分母

とし、学部・学科専攻単位での回収数を分子とし

て計算すれば、回収率は４２％、有効回収率は３８％

となる。以下の考察は、原則的にはこの有効回答

数６５を基準（母数）として行いたい。

また、女性支援教育の科目数が少ない場合、専

任の教員が担当していないことも考えられる。そ

の場合、次善の選択として「専任で、学科（専攻）

全体の科目を把握している教員（学科長、教務・

学務委員など）」という回答者像を依頼したが、

当然ながら回答者自身が専任教員として女性支援

教育科目を担当している場合と、回答内容に差が

生じることは避け得ない。

これらの諸点は調査開始前に明らかであった

が、構造的にあるいは予算制約上クリアできな

かった本調査の欠点である。しかしながら、全国

規模で女子大学に焦点を絞った調査には意味があ

り、これらの諸欠点を内包しつつも、探索的調査

としては一応の意義が存すると考えている。なお

上記のような条件に鑑み、今後は回答については

学部・学科専攻（調査票の単位）を分析の単位と

して考察を進めることにする。

また「全国調査」は女性支援教育についての基

礎的状況を調べるものであるが、「女性支援教

育」という概念がいまだ一般性を獲得していると

はいえないため、便宜的に「ジェンダー論・女性

学」という用語で代用し、設問を構成した。

２－３．回答者属性

「全国調査」の回答者属性は以下のようなもの

であった。性別は、女性が４３（６６．２％）、男性が

１４（２１．５％）、無回答が８（１２．３％）であった。

女性教員の回答が２／３を占めている。
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年齢層は、３０代が１０（１５．４％）、４０代が１３（２０．０

％）、５０代が２２（３３．８％）、６０代が１２（１８．５％）、

２０代・７０代は０（０．０％）、無回答が８（１２．３％）

であった。４０代～６０代、とくに５０代の回答が多く

なっているが、これは大学における教員の年齢構

成に鑑みても当然の結果であろうし、また複数の

同一分野の教員がいた場合に、各学科・専攻で責

任のある回答者として年配の教員に回答依頼がな

されたことも充分に考えられよう。

次に、回答者の専門分野にかんしては、「ジェ

ンダー論・女性学を含む」が３５（５３．８％）、「含ま

ない」が２０（３０．８％）、無回答が１０（１５．４％）で

あった。半数以上が何らかの形で自らの研究にお

いてジェンダー論および女性学に親しんでいる人

たちであったが、１／３は少なくとも研究上はな

じみの薄い人々であった。また、専門分野にジェ

ンダー論・女性学を含む場合の「ジェンダー論・

女性学の研究歴」は、平均で１５．４年であった。ま

た最頻出値も１５年であった。

回答者の専門分野は＜表３＞のとおりである。

なお、この項目にかんしては、専門分野を記述し

てもらい、こちらでアフター・コードを行った。

ジェンダー論は社会学を中心に発達してきた学

問的経緯もあり、社会学者が多く回答しているよ

うである。しかし、カルチュラル・スタディーズ

以降の文学研究とジェンダー論の結びつき、教育

学分野におけるジェンダー（フリー）教育への注

目等、学問的なジェンダー論の拡大がそのまま回

答者の専門分野の分布にも反映しているといえる

だろう。

さらに、回答者自身がジェンダー論・女性学を

含む授業を担当しているか、という設問に対して

は、「担当している」が３７（５６．９％）、「担当して

いない」が１５（２３．１％）、無回答が１３（２０．０％）

となった。担当している場合の平均担当年数は

９．４１年であった。専門分野と科目担当にかんして

は、おおよそ５～６割程度と概算してよいと思わ

れる。

最後に回答者の職名は、教授が２８（４３．１％）、

准教授が２２（３３．８％）、専任講師が３（４．６％）、

助教が０（０．０％）、無回答が１２（１８．５％）、であ

り、年齢構成とほぼ比例したものとなった。ま

た、回答者の学内役職（複数回答）については、

学部長が２（３．１％）、学科長（専攻主任を含む）

が２（３．１％）、との回答があり、そのほとんどの

ケースは、専任で授業担当者がいないことを理由

に回答していただいたというものであった。

３．授業実施状況

３－１．授業形態と内容

次に、女性支援教育に関連する授業の実施状況

について調査結果をまとめてみたい。質問票で

は、１つの授業につき、学年、実施形態、担当者、

主な内容等について訊ねた。同じ欄を９つ準備

し、１つの質問票につき最大９つの授業について

記述できるように作成したが、１校だけ欄外を含

めて１０の授業について回答が寄せられた。まず、

授業開講数にかんしては＜表４＞のような結果を

得た。

本稿では、有効回答数を原則として６５としてい

るが、このデータのみ「該当授業が存在していな

表４ 開講授業数、①～⑩は開講数、数字は回答数、（ ）はパーセンテージ

なし：１８（２５） ①：１４（１９．４） ②：７（９．７） ③：１４（１９．４） ④：３（４．２） ⑤：３（４．２）

⑥：１（１．４） ⑦：２（２．８） ⑧：１（１．４） ⑨：８（１１．１） ⑩：１（１．４） 合計：７２

表３ 回答者の専門分野、（ ）はパーセンテージ

社会学１５（２３．１） 文学研究１１（１６．９） 教育学 ８（１２．３） 経済学 ４（６．２） 史学 ４（６．２）

家政学 ３（４．６） 心理学 ２（３．１） 人類学 ２（３．１） 他 ４（３．９） 無回答１２（１８．５）

※「社会学」には福祉分野を含む。「人類学」は文化人類学。
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いため回答不能」という７校のデータを編入して

いる（２－２参照）。そのため有効回答数を７２と

した。また、同一名で複数コマ（複数クラス）開

講されている科目は１授業として換算している。

なお、平均値は２．８７であった。

＜グラフ５＞からも明らかなように、まず、

ジェンダー論・女性学関連の授業がまったく開講

されていない学部・学科専攻が１／４にものぼっ

ていることに注意が必要である。また、３授業以

下は５３（７３．６％）であり、女子大学においてこの

授業数の少なさは女性支援教育の必要性に鑑みた

場合、危惧すべき状況である。

一方で、８種類以上の授業を開講している学

部・学科専攻も１０（１３．９％）あり、＜グラフ５＞

にみられるように、開講授業数については少数が

多勢を占めるものの、二極化の傾向にあるように

思われる。

ちなみに、大学にジェンダー論・女性学関連の

研究組織があるか否かとの問いには、「ある」が

１６（２２．２％）、「ない」が４７（６５．３％）、無回答が

９（１２．５％）となっていた。このような研究組織

の有無と開講授業数で相関をとってみたところ、

相関係数は．８１０（＊＊）となった。やはり研究組織

の存在が、その大学の女性支援教育にとって有効

な学問的知見を醸成する素地を準備していると考

えるべきであろう。

次に、回答が寄せられた授業について検討す

る。回答があったのは２１３授業であった。最初に

対象学年と専門・教養の別であるが、＜表６＞の

ような結果を得た。この結果をどのように解釈す

るかは難しいところであろう。対象を１年生に

絞ってジェンダーの基礎を教えることは、大学で

の学習意欲を高めるために必要な方策である。そ

の意味で１３．６％という数字は少ないように思われ

る。しかし同時に全学年対象の授業も約３０％存在

しており、併せると４０％強の科目が１年生での履

修が可能ということになる。その意味では一定の

達成度を評価できよう。むしろ１年生にとってこ

れらの多くは教養科目である点が今後の克服すべ

き課題となるであろう。一方で２年生以上を対象

としている科目の場合、８割以上は専門科目であ

り、ジェンダー論や女性学の成果に深く立ち入っ

た授業が展開されていることが推測できる。

さらに、必修と選択の別をみてみると、必修が

２４（１１．３％）、選択が１７７（８３．１％）、無回答が１５

（７．０％）であった。この傾向は全学年にわたり

ほぼ共通している。必修が１割強と低調な数字に

終わっていることは、女性支援教育の必修化の要

請を考えると、克服に向けて取り組むべき課題で

あるといえる５）。

授業担当者については、専任教員担当科目が

１３９（６５．３％）、非常勤教員担当科目が５９（２７．７

％）、無回答が１５（７．０％）であった。担当者の性

別は、女性が１７９（８４．０％）、男性が１９（８．９％）、

無回答が１５（７．０％）であった。担当者の性別は、

現在のジェンダー論・女性学の研究者の比率を考

えれば妥当なものと思われる。専任担当科目の比

率は評価が難しい。６５％という数字は女子大なら

ではの高い数値とも思えるが、調査全体の回答率

を考えると、未回答校において非常勤が担当して

いるものの回答する資質を備えた専任教員がいな

かったため未回答になっているパターンもあった

であろうと考えられるからである。回答があった

大学は比較的女性支援教育に関心の高い大学、教

員であり、その点を鑑みると６５％という数字は決

グラフ５

表６ 学年配当と科目形態、（ ）内はパーセンテージ

専門 教養 合計

１年生 ６（２０．１） ２３（７９．３） ２９（１３．６）

２年以上 ７９（８１．４） １８（１８．６） ９７（４６．５）

全学年 ２０（３１．７） ４３（６８．２） ６３（２９．６）

合計 １０５（５５．６） ８４（４４．４） １８９

χ２＝．０００
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して高くないとも思われる。なお、回答者自身が

担当している科目は７３（３４．３％）、非担当科目は

１１７（５４．９％）、無回答は２３（１０．８％）であった。

一方で、履修者数にはばらつきがあった。平均

は８２．６人であったが、最小値は４人、最大値は

６００人であった。これは大規模教室における教養

科目から演習形式の少人数専門科目まで回答に含

まれていたことに起因する。

次に、授業の主な内容をまとめる。この項目は

授業内容を記入してもらい、こちらでアフター・

コードを行った。

このうち、「総合領域」は２つ以上の論点を

扱っているものである（女性史を含む）。とはい

え、そのほとんどは包括的なジェンダー論・女性

学の講義となっている。むしろ、約６割を占める

包括的な「総合領域」の授業と、残り４割の細分

化された専門性の高い授業という区分で捉えたほ

うが、実態に近いと思われる。

「総合領域」において多くとり上げられている

のは、�ジェンダーの基礎（ジェンダー概念、

ジェンダーと文化、等）、�女性史、�ライフコー

ス関連（教育、恋愛、結婚、リプロダクション、

職業・労働、等）、�家族（家族、育児、親子関

係、介護、等）、�セクシュアリティ（セクシュ

アリティ、クィア理論、同性愛、身体論、等）、

�社会現象との関連（少子化、政治と女性、国際

比較、メディアと女性、等）の、６つの分野であ

り、多くの授業でこれらのすべてかほとんどが授

業内容として触れられている。これらは教科書的

なジェンダー論の入門書でもとり上げられている

項目であり、包括的なジェンダー論の授業の形態

は、ほぼそのモデルが出来上がっていると考えて

よいと思われる。

一方で専門的・個別的な授業においては、文学

研究の比率が高いことが注目される。これはジェ

ンダー論自体が文学批評と深く関わりながら発展

してきたこと、文学というメディアが、ある意味

では女性のおかれている状況や男性による視線を

明快に読み解くことに適していること、さらには

文学研究分野にジェンダー論の研究者が多数存在

していることによるものと推察可能である。一方

で、家族、経済・労働、心理学・セクシュアリ

ティ論・身体論の分野に特化した授業も一定数存

在し、これらの分野が学術的にも盛んに研究が行

われてきた分野であること、また学生たちの興味

関心が高い分野であることも窺える。なお、数は

多くはないものの、ジェンダー法学のように近年

注目を集めている分野が専門的な授業として展開

されている点は、学問的研究の学生への還元とい

う意味においては評価に値すると思われる。

最後に、授業開設の経緯について訊ねた設問で

は、以下のような回答を得た。

多くが４年以上前から科目として存在している

が、人権教育やジェンダー論の専門コースという

位置づけは低い。また学部等の方針ではなく、担

当教員が自分の担当科目にジェンダー論の視点を

導入したというケースも目立つ。この点は１９９７年

に関西地区で実施された女性学調査とも同じ傾向

を示している（金谷，２０００：１６６－１６７）。必要なこ

とは、大学・学部としてシステマティックに女性

支援教育を大学教育の基盤として位置づけること

であり、その必要性は現在でも変化していないと

いえる。

表７ 主な授業内容、（ ）はパーセンテージ

総合領域１３１（６１．５） 文学研究２６（１２．２）

家族論１２（５．６） 経済・労働１２（５．６）

心理・セク１２（５．６） 地域と女性 ７（３．３）

神学・聖書 ５（２．３） 法学 ５（２．３）

他 ３（１．４）

※「心理・セク」＝心理・セクシュアリティ・身体論等。

表８ 授業開設の経緯（複数回答）、（ ）内はパー
センテージ

以前より科目として存在した（４年以上）４２（６４．６）

カリキュラム改訂により新設（４年以内） ９（１３．８）

ジェンダー論の専門コースの一環として ３（４．６）

学生の要望により ０（０．０）

人権教育の一環として ９（１３．８）

教員が担当科目にジェンダーの視点を導入

２３（３５．４）
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３－２．授業担当者の見解

「全国調査」では、質問票の後半において自由

記述を中心に授業担当者に絞った設問を設けた。

ここではそのうち、授業運営そのものにかかわる

部分についてまとめたい。

３－２－１．担当者の“信念”

まず、「ジェンダー論・女性学の授業をご担当

される際、学生たちにもっとも伝えたいことはな

んですか？」との設問には多くの回答が寄せられ

た。すべてを紹介することは紙幅の関係上不可能

であるので、要点をまとめると、大きくは５つの

論点に集約できよう。すなわち、①女性の現状

（女性の社会的地位の現状、性差別の現状、ジェ

ンダーの構築性、女性の問題ではなく女性と男性

の問題としてとらえること）、②疑問の獲得の必

要性（ジェンダー秩序にセンシティブな考え方の

獲得、社会における支配的視点の相対化、自己の

視線の複線化、批判精神の獲得、日常生活への疑

問、等）、③人権意識（男女平等、人権、平和と

自己表現の大切さ）、④自己の確立（自立の重要

性、自分らしさの獲得、ジェンダー化された自己

の自覚）、⑤知識への応用（既存の学問をジェン

ダーの視点で再構成すること）、である。

このような表現は学術的でないことを承知の上

で書けば、いずれの回答も、授業担当者の熱い想

いが溢れるもので、胸を打つものであった。とく

に「ジェンダーの視点を持ってもらうこと、これ

から出会う困難に対しても、それをのりこえるだ

けの知恵や力をつけてもらうこと」、および「特

に女性自身が内面化しているジェンダーの呪縛に

気づき、そこから自分自身を解放して自分らしく

生きてもらいたいと思う」という２つの見解は、

多くの授業担当者の「想い」を代表するもので

あったと思う。同時これらは女性支援教育が目指

すべき到達点を明快に表現する言葉である。

３－２－２．授業運営上の苦労

次に「ジェンダー論・女性学の授業をご担当さ

れる際、もっともご苦労されている点はなんです

か？」との設問については、大きく４つの回答群

に分類可能であった。

第１に、学生が持っているジェンダー論や女性

の地位にかんする誤解、フェミニズムへの拒否反

応を解く苦労、等である。誤解にかんしては、

「フェミニスト対する偏見（「フェミニズムは視

野が狭い」「独善的」といった考え方）が学生の

中にも見られる」、「専業主婦の話を聞いて自分が

責められていると感じて反発する学生」、「「若い

女性なら男性におごってもらえる・プレゼントを

買ってもらって当然だと」と思い、だから現在は

「男女平等、いや女性上位社会」だと信じていた

女子学生がいた」、等の記述が典型的であった。

拒否反応としては、「男女二元論的前提を、な

かなか崩さない学生の存在」、「以前に比べて学生

の意識に保守化（世間やいわゆる男性の視点で女

性を見る）傾向が見られる」、「自分が持つジェン

ダーバイアス意識の殻をさらに厚くしようとし、

なかなか視点を変えることができない学生」、と

いった記述が目立った。

とくに最後の「殻をさらに厚くしよう」とする

学生の存在は、ジェンダー論や女性学を教えた経

験のある教員であれば、思い当たる学生の一人や

二人は必ずいるだろう。しかし、これらの学生こ

そ、もっとも日常生活においてジェンダーの抑圧

を強く感じ、その抑圧関係を認めることによって

自分の生活が変化し、崩れるのを恐れている学生

である可能性がある。換言すれば、最も変化の可

能性を秘めた学生であるかもしれないのだ。この

点については、池田（２００６：４６－５３）において詳

述したので、参照されたい。

第２は、学生の想像力にかかわる諸点である。

「必要性がないと思う学生にどのように批評的・

批判的な姿勢を日常の経験とあわせて考えてもら

えるか」、「社会経験（特に職場体験）が少なく、

ジェンダー問題を実感しにくい」、「ジェンダー論

を自分の問題としてとらえるまでの時間がかか

る」、「「従軍慰安婦」のトピックのとき、「朝から

暗い話はイヤ」という反応があった」、「メディア

から流される「女はこうあるべきだ。男はこうい

うものだ」という固定観念は想像以上に強い」、

といった回答が代表的である。なかには「女子学
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生の就職状況の厳しさなどと絡めることによって

切実なテーマとして考えさせるようにしている」

といった工夫を紹介していただいた回答もあっ

た。

第３はこの分野を教えるに際しての特殊事情に

起因する苦労である。「用語を日本語として理解

し使用することの困難さ」、「話を理解しやすくし

ようとして、つい大雑把になりがちな点」等が挙

げられていた。確かに、ジェンダー論には外来語

による専門用語が多く、また議論がきわめて論理

的かつ詳細なため、限られた時間でその全貌を伝

えることは非常に大変な作業となる。これは包括

的な「総合領域」の授業に女性支援教育が限られ

ている現状において直面している限界である。こ

れらを解消するためには、より多くの細分化され

系統立てられた女性支援教育のカリキュラムの成

立が不可欠であるといえよう。

第４は、学生の側に起因する苦労である。「本

や論理的文章を読む力の不足」、「学生の基礎的学

力／興味・関心の範囲の狭さ」、「教養教育では学

生の知識・理解にバラつきがあること」、といっ

た指摘である。これらは、この分野に限らず現在

の大学教育が等しく直面している苦労であるとい

える。

３－２－３．学生の反応・変化

次に「ジェンダー論・女性学の授業をご担当さ

れ、学生の反応や変化において、評価できる点／

残念に感じた（あるいは不足、改善の必要性を感

じた）点、もしくは事例があればご教示くださ

い」との設問に対する回答をまとめる。

「評価できる点」は大きく３つに分類可能と思

われる。第１に自己の再発見である。「自分の過

去の出来事がジェンダー・バイアスによるもので

あったことに気付く」、「自分がどういうことを考

える人間かわかったというリアクション」、「各人

が、自分のもつ差別、かつ受けている差別に気づ

くこと」、「「セクハラ」のトピックのときは、数

人の学生から「実は昔被害者だった」と打ち明け

られ、心を開いてくれた」、「学生が１人で感じて

いたジェンダーへの疑問・生きづらさが、授業に

よって「名づけ」られ、学生がはげまされた」、

といった回答が典型である。実際、学生の中には

DV等の被害者も少なくない。しかしその多く

は、自分が受けているものが DVであるとの認識

すら持っていない。そのような状態から「気づ

く」ことは、自己変革の第一歩であると同時に、

自己の再発見でもある。しかし、それは往々にし

て苦しみを伴うため、多くの学生たちはそこで立

ち止まって躊躇してしまう。その停止状態から一

歩を踏み出させる力が、学問に求められているの

であり、女性支援教育の重要な使命であるとも考

える。

第２に、その次の段階としての学生の意識の変

化である。「自分の周囲にある男女非対称な事例

に目を向けるようになった」、「客観的データに基

づく現状を理解し、反応が変わること」、「回を重

ねるにつれ、なぜ女性は被差別的状況にあるのか

真剣に考えるようになる」、「授業後の感想とし

て、「結婚・出産を機に仕事を辞めて家庭に入り

たいという考えが変わって、仕事を続けたいと思

うようになった」と書かれた」、「気づき始める

と、自分の周囲で起きている理不尽な具体例をた

くさん持ってくる学生がいる」、「普段テレビを見

ていてテレビから発せられるジェンダー・バイア

スのメッセージに気付くこと」、等の回答に、授

業による学生の意識の変化がみてとれる。

第３に、さらに次の段階としての行動開始が挙

げられる。「ジェンダー意識に関することを卒論

テーマとして取り組み、ジェンダーに関わる学外

の活動に参加するようになった」、「自分の子ども

のころの性的暴力被害を被害として認識し家族に

話せた」、「デート DVの関係に気づき、彼氏と別

れた」、「自分に自信をもてた。女性差別に積極的

に対処しようと思うようになった。と学生から言

われた」、等の具体的な行動への繋がりが報告さ

れている。また、高校教育においてジェンダー論

を採り入れる必要性（大学に入ってからの理解度

の違い）を指摘する声もあった。

一方で「残念に感じた（あるいは不足、改善の

必要性を感じた）点」は、先述の「苦労する点」
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ときわめて類似している。これも「誤解」「想像

力の欠如」「拒否（変わらなさ）」「授業形態」の

４つに分類可能である。

まず「誤解」にかんしては、「学問として成立

している研究分野を単なる恣意的で私的な意見だ

と勘違いする学生がいる」、「女性学とは「女らし

くふるまえ」とか、「エチケット・マナー」を教

えるものと思っていたのに……という学生には唖

然！」、「専業主婦願望どころか、「セレブ願望」

にからめとられている学生がかなりいる」、「「人

権」「権利」「平等」「自由」という用語に学生が

恐怖を感じ、ひいてしまう現状がある」、「支配・

管理・干渉されることに安住するような社会的家

庭的な圧力があり、個として生きること＝自分勝

手・利己主義だと思いこまされている」、「「ジェ

ンダーは終わっている」と思う学生が少し増えて

いる」、等の見解が寄せられた。

次に「想像力の欠如」にかんしては、「性差別

の大きい社会の事例（例えば、性的自己決定権や

宗教の影響など）に接して「かわいそう」「自分

達は幸せでよかった」と人ごとの反応をされるこ

と」、「日本以外、特に“開発途上国”の実態につ

いて、ほとんど興味、関心を示さない学生がい

る」、「非常に保守的である。他の社会問題に比し

て、具体的な行動の必要性を感じることのできる

学生が少ない」、等の意見が目立った。被抑圧者

が自らが受けている抑圧に対して敏感ではなく、

むしろ鈍感であることは抑圧者にとっての利益で

ある。抑圧者は被抑圧者が鈍感であればあるほど

抑圧を継続可能だからである。その意味では、彼

女らはきわめて強い性差の抑圧にさらされている

とも言える。そして「抑圧されることへの鈍さ」

は自分が「さらに弱い立場の人間を抑圧すること

への鈍さ」と表裏一体となる。こうして抑圧移譲

の連鎖が完成することは、コロニアリズム研究で

も指摘されてきた点である。

さらに「変わらなさ」については、「依然とし

て専業主婦願望が強い」、「セクシュアリティ論に

抵抗を示す学生に見られるホモフォビア（同性愛

嫌悪）、内面化された女性嫌悪」、「人の意識の変

化が社会のしくみによってもたらされているとい

う視点をうけいれきれず、自分が不利になるしく

みを支えるような価値観を変えないこと」、「授業

をすべて終えて出てきた最終レポートに「それで

も私は夫につくし、かわいい子供を育て、お昼は

友達とランチしたり趣味に時間を使ったりできる

専業主婦になりたい！」と夢見がちな発言をされ

ること」、といった指摘がなされた。

これまたジェンダー論を教えた経験のある教員

であれば、思わず膝を打ちそうになる指摘ばかり

である。大学に入学してくる学生の背景は様々で

あり生活体験も異なる。当然今までにさらされて

きたジェンダー・バイアスも異なるだろう。この

ような状況では、一斉授業方式で理解度に個人差

が出ることは避けられず、授業方式の見直し（と

くに履修者数）や時間数の増加が必要と思われ

る。また「いくら教育しても安易に“早く結婚し

たい”とか“女性だから女らしく”といった意見

や感想を書く学生は依然として（少数ながら）い

る。日常生活の中で（家族との生活のなかで）既

にそのような刷りこみが出来ていて、それを崩す

のは安易ではない。もっと早くからの教育が必要

なのではないか」との指摘もあり、大学と高校が

連携して女性支援教育を行う必要性も指摘され

た。

しかしながら、根本的な問題として、他人が他

人を変えることはきわめて困難である。その人を

変えられるのは本人自身だけである。その意味に

おいは学生本人が自分で変わりたいと考えるよう

になる知的環境の整備も必要ではないかと思わ

れ、これらの回答をめぐっては、さらに議論が盛

んになる必要があろう。

最後に、授業形態や大学が抱える構造的な問題

の指摘もあった。「美術大学であるので、表現者

としての自分とジェンダーの問題について感じた

り考えたりしたことが具体的に作品化されるケー

スがまだまだ乏しい」、「講義科目だけではなく、

演習、実習、学外の人材、ネットワークとの交流

が可能な授業形式がないのが残念」等の指摘で

あった。
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３－２－４．授業の工夫と担当者としての感想

「ジェンダー論・女性学が、女子学生の人生設

計に対して支援となりうるためには、どのような

教授内容・工夫が必要とお考えでしょうか？」と

いう問いには、大きく３つの回答群があった。第

１は現実認識への工夫の必要性である。「意識改

革よりも正しい事実認識をもたせることを重

視」、「歴史やデータなどの資料を丁寧にみていく

ことで、既存の価値や概念にしばられない生き方

が可能であることを提示する」、「様々な資料を提

示することによって、現実と問題点を認識しても

らう」等である。

第２は具体例を通じての想像力の喚起である。

「ジェンダー論と日常的な経験を結びつける」、

「身近なライフイベントの中でジェンダーの補足

を可能とする実践的な教授法が必要」、「母親の人

生を、彼女の生きてきた時代のなかでみる視点を

与え、それを比較して自分の人生を考えるよう促

す」、「女子学生たちの自己決定を取り囲んでいる

パターナリズムの批判的相対化ができるような批

判的知の訓練」、「２０年後・３０年後の社会を予想し

ながら人生設計を考えさせる」等である。

第３は授業実施形態の改善である。「ジェン

ダー論を基礎として、家族関係、家族福祉、生活

設計に関わる他の科目での学習が必要」、「１年時

に受講する」、「１年生で入門、２年生以降の各

論・ゼミなどで積み重ねると確実に学生の意識が

向上し、成長する。人生設計にもまじめに取り組

みはじめるので、就職活動も目標に応じてスター

トでき、結果的に就職率があがっている」、「教育

効果を高めるためには、少人数であること／グ

ループディスカッションができること」、「留学

生、社会人など文化や年齢の異なる人達と接する

機会があること」等であった。これらは女性支援

教育が備えなくてはならない継続性、分野横断性

とも合致する見解であると思われる。

最後に「ジェンダー論・女性学の内容を含む授

業をご担当され、感じていることがあれば、ご自

由にお書きください」との設問にも多くの意見が

寄せられた。ここでは特徴的なものをいくつか紹

介したい。

「学生が素直に学ぼうとするこれらの学問が

時々政治的にあえてねじ曲げられて議論された

り、バッシングを受けたりすることがあるので遺

憾」という社会状況との関連を指摘する声。「プ

ログラムの具体化の多様性と困難さ」、「講義科目

だけではなく、演習、実習、学外の人材、ネット

ワークとの交流が可能な授業形式がないのが残

念」、という授業形式やプログラムの不備を嘆く

声。

「学生はメディアなどの影響の大きさを自覚し

ていないことも多い。ジェンダーの授業には必修

の位置づけがあたえられてもよいくらいだと思

う」、「ジェンダー論・女性学の講座は学部・学科

を越えて、今後の女子大学生き残りの手段として

重要な基礎教育になる」、「女子大では女性が本音

で話し合えて授業がやりやすい」、「女子大学の生

き残りのためにもジェンダー関連授業をもっと充

実した方がよいと考えるが、学内での反発のた

め、また財政上の理由からも、ジェンダー関連授

業は先細り状態」といった、女性支援教育におけ

る女子大の優位性と、女子大ゆえの困難さの指

摘。

さらに重要と思われたのは「「以前から期待さ

れる女性像との違和感を覚えていた学生は、授業

をきっかけに生きやすくなっていく学生がいる。

それまで問題意識を持たなかったが、自分の生き

方を真剣に考えるようになった学生もいて興味深

い」といった学生の覚醒への感動と同時に、「自

分の専門外の授業なので、講義するにあたり、現

代社会の問題を広く考えるようになった。私自身

が一番学ばせてもらうことが多い授業だった。担

当できて感謝している」という教員自身のセル

フ・エデュケーションの経験であった。これらは

女性支援教育において教員と学生がともに既存の

学問と社会のあり方を問い直す、という女性支援

教育の究極の目標を目指すべきという確信を、裏

付ける見解であった。

３－２－５．テキストについて

私自身の教育経験からも、また「大妻調査」か
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らも、女性支援教育を支える使い勝手のよいテキ

ストの不在が痛感されていた。そこで「全国調

査」においても、授業担当者たちの見解を訊ねる

こととした。やはり、テキストの不在に不満を覚

えている回答が目立った。

「比較的安価で、多くの問題についてわかりや

すく書いてある入門書のようなテキストはあまり

ないように思う」、「各々専門的で概説書が少な

い」、「カタカナが多すぎて理解しようという意識

を失ってしまうことが多くみられる」といった内

容的な不満に加えて、「使いやすいテキストは事

例が古くなってきている。一方、他のテキストは

理論ばかりで読みにくい」、「データがすぐに古く

なってしまうので使用が難しい」、「社会の変化が

激しいので最新のトピックスを取り入れるために

は手作りが最も良い」といった、データの陳腐化

をテキスト使用の阻害要因に挙げる声も少なくな

かった。また「女性論の名著の翻訳書がすぐ絶版

になってしまうのには困っている。コピーに頼ら

ざるを得ない」といった出版事情を嘆く声もあっ

た。

総じて「資料をそのつどプリントしている。何

かうまいテキストがあればいいと常に願っている

が……」という声がテキストへの不満を集約して

いるように思われる。必要なのは、包括的であ

り、同時に単なる事項の羅列ではなく、一貫した

視点によって再構成され、可能な限り経年により

陳腐化しやすいデータ使用を避けたテキスト、と

いうことになるであろう。このようなテキストの

開発を、編集者等の意見も聞きながら進める必要

性を強く認識させられた。

なお、複数の回答に共通して挙げられていた使

用テキストは、井上輝子『女性学への招待』、江

原由美子・山田昌弘『ジェンダーの社会学』、伊

藤公雄他『ジェンダーの社会学』、天野正子・木

村涼子『ジェンダーで学ぶ教育』、ボーヴォワー

ル『第二の性』、ウォーカー『自分だけの部屋』、

杉本貴代栄『ジェンダーで読む２１世紀の福祉政

策』、井上輝子・江原由美子『女性のデータブッ

ク第４版』の、合計８点であった（参考文献一覧

を参照されたい）。

４．大学の体制、外部との協働

４－１．大学の体制

女性支援教育の環境作りのためには、大学の環

境整備が重要であることは言を待たない。しか

し、授業以外でジェンダー論・女性学関連の研究

会を行っている学部・学科専攻は９（１３．８％）、

公開講座を実施している学部・学科専攻は２５

（３８．４％）であった。これらの数字は、女性支援

教育の担い手としての女子大学の位置づけを考え

たとき、いささか低調であると思われる。

次に「ジェンダー論・女性学分野を専門領域に

含まない教員に対して、なんらかのジェンダー論

的知見や情報を共有する場・機会があります

か？」との問いには、「ある」が２２（３３．８％）で

あった。その概要はセクハラ講習会、アカハラ講

習会、FD（Faculty Development）による勉強

会、研究所主催のシンポジウム等であった。同様

の設問で事務職員に対して訊ねたところ、「あ

る」は１８（２７．７％）であった。概要は教員の場合

と同じであった。教員・事務職員ともに、ほとん

どの回答はセクハラ・アカハラ講習会の域を出

ず、一般企業と大差がない結果であった。

一方で、ジェンダー論・女性学の授業担当者に

「ジェンダー論・女性学を専門分野としない教員

に対して、これらの学問的知見を共有する必要性

を感じますか？ その場合どのような理由からで

しょうか？」と訊ねたところ、「感じる」は３３

（８６．８％）、「感じない」は５（１３．１％）という結

果となった（N＝３８）。その理由（自由記述欄）

は、この調査でももっとも記述が多い欄の一つと

なった。回答者がいかにこの問題に心を痛めてい

るかが伝わる回答であった。

回答内容は二分されている。１つは女子大学と

しての積極性を強調するもので、「ジェンダー・

センシティブという物事のとらえ方はあらゆる学

問に通じる」、「女子大なので学部・学科を越えて

横の連係が、ジェンダー学に関してあってもよい

と思う」、「ジェンダー論・女性学といった独立分

野というより、学問諸分野をジェンダーという視

点から捉えるという観点から」、といった学問的
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見地からの意見に加え、「女子大であることの教

育的意義を確認するため」、「女子学生に対し、男

女不平等な社会に送りだす大学の教育責任があ

る」、「ジェンダー論・女性学は、人権の問題と強

くつながっているから」、といった女子大学の社

会的責任を強調する意見も目立った。

２つ目は学生への被害防止という観点からの意

見であり、こちらが多数を占めた。「ジェンダー

は個人の価値の問題との認識が強いから」、「男性

教員の学生達に対するセクハラ的態度」、「女子学

生、院生に対する男性教員からのセクハラ被害防

止のため」、「ジェンダー的偏見に無自覚な発言を

する教員が少なからずいる」、「「女・子ども」に

教えてやっているというミソジニー（女性嫌悪）

を感じる」、「他の講義で、ジェンダー論や女性学

でとり上げた問題をくつがえすような発言をする

教員もおり、それがセクハラ発言と気づかない場

合があるのは女子大として恥ずかしい」、「進路選

択のアドバイスの際、無自覚に女性領域（例え

ば、CA、秘書、一般職）に誘導してしまう教員

がいる」、「大学組織のホモソーシャル性にも気づ

かず、女子大の意味についても深く考えず、「女

の子に学問は無理」と本音では考えている教員が

複数存在するから」、「社会を知らないあるいは非

常識な教員の存在があるため」、「日頃女子学生と

接する教職員のもつジェンダーバイアスが、いわ

ゆる隠れたカリキュラムとして機能しているか

ら」、といずれの意見もきわめて手厳しい。

これらの意見は、予想されたものであるとはい

え、記述の激しさから回答者の怒りが伝わってく

るものであった。このような女子大学の男性教員

のホモソーシャルな政治と男性社会からの監視者

として派遣されている権力性は池田（２００４；

２００６）において詳しく論じたので、ここでは繰り

返さない。

また留意すべき見解として「政治的な介入を退

け学問として確立する必要がある」、「「ジェン

ダー・フリー・バッシング」の影響がある。千葉

県下のため、政治レベルでも実質的な影響があ

り、学内においてもジェンダーは危険視されてい

る」といった学外の政治状況とのリンケージを指

摘するものもあった。

一方、同様に授業担当者に事務部の状況につい

て訊ねたところ、「感じる」は３０（７６．９％）、「感

じない」は９（２３．１％）であった（N＝３９）。感

じる理由は、「特に女子大の場合女性に対しての

対等な意識がないと運営も成り立たない」、「キャ

リアセンターで就職率を上げることにしか関心の

ない職員がいる」といった包括的な指摘に加え

て、「事務部も日頃からジェンダーに敏感であり

たいし、学生のロール・モデルであるべき」、「学

生から苦情がでる事がある」、「日頃女子学生と接

する教職員のもつジェンダーバイアスが、いわゆ

る隠れたカリキュラムとして機能すると感じるた

め」、「就職支援担当者自身のジェンダー観による

女子学生に対するアドバイス」、といった対学生

への被害防止という意見も目立った。

さらに事務職員にかんしては、「管理職には男

性、嘱託には女性。昇進の際、仕事ができる女性

職員より人あたりのよい男性職員が選ばれる」、

「管理職の大多数は男性で、女性を使い捨てにす

る傾向が見られるから」、「日頃の業務や行事等、

女性役割・男性役割が明確にある」、等の記述も

あった。「職場としての事務部」、「労働者として

の女性職員」における男女共同参画・男女平等意

識の遅れを指摘する声も目立っていたといえる。

４－２．外部との協働

次に、地域の女性センターや NPO等の組織と

なんらかの協働作業を行っているかについて訊ね

たところ、「行っている」は７（１０．８％）と極め

て低調であった。その内容も、学生をインターン

として派遣、相談員や講師の派遣、公開講座の共

同開催、等のほぼ３つに留まっている。

一方、授業担当者に「地域の女性センターや

NPO等との、共同作業の必要性を感じますか？」

と訊ねたところ、「感じる」は１８（８１．８％）、「感

じない」は４（１８．８％）であった（N＝２２）。

感じる理由としては大きく３つが挙げられてい

た。第１に学生への教育効果への期待から。「男

女共同参画がどのように政策展開されているかを

学生に知ってもらうため」、「身近なロール・モデ

大妻女子大学紀要
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ルとして授業に協力していただく」、「身近にジェ

ンダーの問題を理解してもらうために地域の取り

組みを知ってもらう必要がある」、等である。第

２には具体的な被害が起こったときに備えてのも

ので、「セクシャル・ハラスメントや、デート DV

や DVの相談をうけたとき」、「犯罪防止という意

味において地域と連動して動く必要を感じる」、

等である。第３には大学の責任を挙げるもので、

「大学が核となって地域に広がっていくことが望

ましい」、「地域密着型の大学であるから／大学の

社会貢献」、「「伝統的家族」を重んじる気風が地

域に強く、女性の能力が充分に活かされていると

はいえないから」、等であった。また「ジェンダー

問題の解決は一個人や一大学だけで解決できるも

のではないから」という根源的な問題への第一歩

として協働を位置づける見解もあった。

これらの見解はどれも女性支援教育の重要性と

その社会的な適用可能性を説くものであり、現在

の協働率の低さを考えると、早急に事態を改善す

る方策が必要であるといえよう。

おわりに

本稿は、第一義的に「全国調査」に協力してい

ただいた諸大学・諸教員への簡略な調査報告書と

いう性格を持っている。そのためデータの紹介を

最優先し、紙幅の関係もありデータの分析はきわ

めて不充分に終わってしまった。たとえば研究所

の存在や専任教員の影響力等と大学の環境につい

ては、統計的分析等が可能であろう。しかし、そ

れらは稿を改めて考えたい。また回答をいただい

た多くの自由記述も紙幅の関係で特徴的なものを

紹介するに留まってしまった。本稿において紹介

した記述以外にも重要な指摘も多々あり、いずれ

稿を改めて紹介したいと考えている。

また、今回の調査は女性支援教育がもっとも効

果的に発揮されると思われる女子大学を対象に

行ったため、共学大学における女性支援教育につ

いては扱えなかった。当然ながら共学大学におい

ても女性支援教育は必要であり、むしろ共学大学

においてこそ、その真価を発揮するものであろう

ことは言を待たない。また、共学大学には男女の

学生間におけるジェンダー権力とその政治といっ

た、女子大学とは異なった諸問題が存在している

であろう。そのような問題群を背景とした、共学

大学教員の知恵というものも蓄積されているはず

である。これらの諸点は、女性支援教育の女子大

学と共学大学の比較という作業も含めて、今後の

検討課題である。

総じて「全国調査」の結果は、今までに行って

きた理論的考察や「大妻調査」の結果から導かれ

ていた知見を改めて確認することになった。女子

大学の形態や設立理念も多様であるにもかかわら

ず、多くの問題が共有されていることを再発見し

た。それは女子大学という学術・教育制度が抱え

る構造的問題と考えて差し支えないだろう。体系

的な授業を目指すカリキュラムの整備、分野を超

えた学問的連携、データと具体例に根ざした授業

展開、学生の学習意欲や内面化されたジェンダー

規範にかかわる諸問題、体系的テキストの必要

性、他分野の教員や事務職員へのジェンダー論的

知見の共有、社会との協働の必要性。そのような

諸課題は多くの女子大学で共有されており、これ

らを一つ一つクリアすることによって、女子大学

は女性支援教育という概念を通じて学問のあり方

を変革する場にもなりうるし、学問と社会の結節

点にもなりうることが、データ的にもある程度は

確認できたと思われる。

女性支援教育の次の課題は、これらの諸課題を

現実的なシステムに反映させる文字通りのアク

ション・プログラムの策定であろう。そしてその

暁には「女性支援教育」なる概念が不要となる社

会が現出することを、強く念じながら進む必要が

あると、改めて感じた。

「全国調査」においては、諸大学の教員の皆さ

んに並々ならぬご負担をおかけした。ご多忙の

中、自由記述欄も多く、抽象的な設問も多かった

にもかかわらず、丁寧かつ熱意をもってご回答い

ただいたことに、改めて感謝したい。また現在

も、追加的な聞き取り調査を実施中である。ご協

力いただいている皆さんに感謝したい。この調査

によって得られた最大の成果は、きわめて真摯に
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学生たちのことを考え、熱意を持って教育に当

たっている教員が全国の女子大学に存在している

ことを実感し、勇気を得られたことであると思

う。本調査が女性を支援する教育の構築に僅かで

もお役に立てば、望外の喜びである。

注

１）共同研究者、柴田邦臣。

２）本稿は、２００７年度に行った全国女子大学調査

の報告書を兼ねている。報告書の送付を希望

されている調査対象大学へも送付されること

を鑑み、第１節では以前に書いた論文（池田

２００７a，２００７b）と内容的に重複があること

を承知の上で、本研究プロジェクトの意図を

再度記述しておくこととしたい。

３）このような視点からの先行研究は多くはな

い。本研究の問題意識に関連する先行調査と

しては、国立女性教育会館が継続的に行って

いる「高等教育機関における女性学・ジェン

ダー論関連科目に関する調査」のほか、関西

地区における女性学の実践にかんする調査

（金谷，２０００）、日本女子大学における学生

生活に関する意識調査（日本女子大学女子教

育研究所，１９８７）、都市部偏差値上位女子大

学と下位女子大学の学生に対する進路形成意

識の調査（中西，１９９８）京都女子大学におけ

る女子学生のライフコース設定と就労意識に

かんする調査（嘉本，２００４）などがある。こ

のうち、前者２つは授業担当教員を対象とし

たものであり、学生を対象とした調査は後者

３つである。

４）ただし、短期大学において女性支援教育が不

要と考えているわけではなく、あくまでも

データ分析の条件を均質にすることが目的で

あった。短期大学にかんしては、条件を分け

て次の課題としたい。

５）この女性支援教育の必修化の必要性は「大妻

調査」の結果から導かれたものである。詳細

は池田（２００７b：３４－３５）を参照されたい。
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Abstract
“Support education for women” is the teaching merely gender theory or women’s stud-

ies. It is necessary for it to be performed as an action of the whole university and system

of the curricula as a thing supporting women in long term. I performed document re-

search, and questionary survey at Women’s Universities nationally about a new concept

called “Support education for women” to re-define the social positioning of women’s uni-

versities.

As a result, construction of the curriculum which aims at a systematic lesson, lessons

deployment based on data and examples, problems in connection with greediness for

learning and a gender code, necessity for systematic texts, sharing of the gender theory

knowledge to a teacher and office workers, the necessity for collaboration with local soci-

ety, etc can be recognized as common problems.
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